
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
で

前
橋
は
高
い
市
税
収
納
率
を
維
持

問
い
合
わ
せ
は

収
納
課　
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
５
８
５
７

　
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
で
、

本
市
の
市
税
収
納
率
は
高
い
水
準
を
維
持

し
て
い
ま
す
。
安
定
し
て
財
源
を
確
保
す
る

こ
と
で
、
耐
震
住
宅
へ
の
改
修
補
助
や
地
区

公
民
館
の
整
備
な
ど
、
市
税
は
身
近
な
と
こ

ろ
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
市
で
は
納
税
し
や
す
い
環
境
づ
く

り
も
進
め
て
き
ま
し
た
。
金
融
機
関
な
ど
の

窓
口
や
コ
ン
ビ
ニ
の
ほ
か
、
ペ
イ
ジ
ー
対
応

の
Ａ
Ｔ
Ｍ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン

グ
か
ら
の
納
付
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
モ

バ
イ
ル
レ
ジ
で
の
納
付
も
利
用
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
る
か
、
本
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�
市
税
の
納
付
は
口
座
振
替
で

　
口
座
振
替
で
の
納
税
を
申
し
込
む
と
、
納

期
限
ご
と
に
指
定
し
た
預
貯
金
口
座
か
ら

自
動
的
に
振
替
ら
れ
、
納
付
す
る
手
間
が
省

け
る
ほ
か
、
納
付
忘
れ
の
心
配
も
な
く
便
利

で
す
。
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
し
込
み
は
簡
単
。
納
税
通
知
書
、
預
貯

金
通
帳
、
届
け
出
印
を
用
意
し
、
市
内
金
融

機
関
か
郵
便
局
の
窓
口
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。
な
お
、
振
替
開
始
期
は
、
申
込
月

の
翌
月
末
日
以
降
。
振
替
開
始
ま
で
は
納
付

書
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

�
市
税
の
滞
納
が
続
く
と

　
市
税
は
納
期
内
の
納
付
が
原
則
で
す
。
納

期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い
と
、
納
期
内
に
納

付
し
た
人
と
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、

延
滞
金
が
掛
か
り
ま
す
。
ま
た
、
市
税
が
滞

納
に
な
っ
た
ら
、
納
期
限
後
20
日
以
内
に
督

促
状
を
発
送
。
督
促
状
の
発
送
後
も
納
付
や

相
談
が
な
い
と
き
は
、
自
宅
訪
問
や
催
告
書

の
送
付
、
市
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
電

話
な
ど
で
任
意
の
催
告
を
行
い
ま
す
。
そ
れ

で
も
完
納
さ
れ
な
い
と
き
は
、
法
律
に
基
づ

き
財
産
を
差
し
押
さ
え
、
取
り
立
て
や
公
売

を
行
い
市
税
に
充
当
し
ま
す
。

　
ま
た
、
災
害
や
失
業
な
ど
の
特
別
な
事
情

で
納
期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な
い
と
き
は
、

早
め
に
収
納
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

�
第
３
日
曜
は
納
税
相
談
窓
口

　
平
日
に
来
庁
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、
納

税
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

日
時
＝
11
月
16
日
㈰
午
前
８
時
30
分
～
午

後
４
時

会
場
＝
市
役
所
収
納
課

�
中
学
生
の
税
の
作
文
入
賞
作
品
展

期
日
＝
①
11
月
11
日
㈫
～
21
日
㈮
②
11
月

11
日
㈫
～
25
日
㈫

会
場
＝
①
は
市
役
所
１
階
市
民
ロ
ビ
ー
②

は
県
庁
32
階
展
望
ホ
ー
ル

申
告
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

事
業
者
の
味
方
エ
ル
タ
ッ
ク
ス

問
い
合
わ
せ
は

市
民
税
課　
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６
２
０
６

�
事
業
者
は
電
子
デ
ー
タ
で
提
出
を

　
事
業
者
が
市
税
の
申
告
や
申
請
な
ど
を

行
う
際
に
便
利
な
の
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
手
続
き
が
で
き
る
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
。
市
役

所
を
訪
れ
る
手
間
が
省
け
る
ほ
か
、
複
数
の

自
治
体
へ
一
度
に
申
告
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
票
を
電
子
デ

ー
タ
で
提
出
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

た
事
業
所
は
、
市
に
提
出
す
る
給
与
支
払
報

告
書
も
電
子
デ
ー
タ
で
提
出
す
る
事
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
エ
ル
タ

ッ
ク
ス
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://w

w
w
.

eltax.jp/)

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�
事
業
主
は
特
別
徴
収
し
て
く
だ
さ
い

　
給
与
か
ら
所
得
税
を
源
泉
徴
収
し
て
い

る
事
業
主
に
は
、
個
人
市
県
民
税
を
特
別
徴

収
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
従
業
員
が
住
ん
で
い
る
市
区
町
村
か
ら

通
知
さ
れ
る
１
年
間
の
税
額
を
、
12
回
に
分

け
て
給
与
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。
従
業
員
に

は
１
回
分
の
負
担
が
軽
く
な
る
な
ど
の
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

�
軽
自
動
車
な
ど
の
廃
車
手
続
き

　
軽
自
動
車
税
は
４
月
１
日
現
在
の
所
有

者
に
課
税
さ
れ
る
税
金
で
す
。
車
両
を
廃
棄

ま
た
は
譲
渡
し
た
と
き
や
、
市
外
に
転
出
す

　
福
祉
や
教
育
、
環
境
整
備
な
ど
身
の
回
り
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
の
費
用
は
、

皆
さ
ん
の
税
金
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

る
と
き
は
、
必
ず
登
録
機
関
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
を
し
な
い
と
、
来
年

度
以
降
も
軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

�
記
帳
や
帳
簿
の
保
存
が
必
要
で
す

　
事
業
所
得
な
ど
が
あ
る
個
人
の
白
色
申

告
の
人
は
、
こ
と
し
１
月
か
ら
記
帳
、
帳
簿

と
書
類
の
保
存
が
必
要
で
す
。
保
存
期
間
は

帳
簿
な
ど
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

保
存
が
必
要
な
物
＝
〈
７
年
〉
収
入
金
額

や
必
要
経
費
を
記
載
し
た
帳
簿
〈
５
年
〉
前

記
以
外
に
業
務
に
関
し
て
作
成
し
た
帳
簿
、

決
算
に
関
し
て
作
成
し
た
棚
卸
表
な
ど
の

書
類
、
業
務
に
関
し
て
作
成
し
た
か
受
領
し

た
請
求
書
・
納
品
書
・
送
り
状
・
領
収
書

な
ど
の
書
類

市
外
の
固
定
資
産
税
納
税
義
務
者

納
税
管
理
人
の
設
定
が
必
要
で
す

問
い
合
わ
せ
は

資
産
税
課　
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６
２
１
６

　
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
が
市
内
に

住
居
や
事
務
所
な
ど
を
有
し
な
い
場
合
や
、

市
外
・
海
外
へ
転
出
し
た
場
合
に
は
、
納
税

管
理
人
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
納
税
義
務
者
に
代
わ
っ
て
納
税
通
知

書
の
受
領
や
納
税
に
関
す
る
手
続
き
を
行

う
個
人
や
法
人
の
こ
と
で
す
。
市
役
所
資
産

税
課
、
大
胡
・
宮
城
・
粕
川
・
富
士
見
支
所

で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

11
月
11
日
㈫
か
ら
17
日
㈪
ま
で
税
を
考
え
る
週
間

市
税
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
支
え
ま
す

※特定不妊治療費は平成28年度に制度改定で助成対象範囲が変わります。

不妊治療費の一部を助成します 問い合わせは　こども課　☎027-220-5703

不妊治療費の助成

対象 助成回数･金額など

一
般

次の全てを満たす法律上の夫婦 
①申請日の１年以上前から本市在住 
②医療保険法の被保険者か被扶養者

各年度１回、通算３年まで 
本年度中にかかった治療費の自己負担額の２分の１以内（上限５万円）

特
定

次の全てを満たす法律上の夫婦 
①指定医療機関で治療を受けている 
②本市在住 
③夫婦の昨年の所得合計が730万円未満

①初年度の治療開始日の妻の年齢が40歳未満の夫婦は通算6回まで（年度あたりの回数制限なし） 
②上記①以外の夫婦は、初年度は３回まで、次年度以降は年２回までで、通算５年・10回まで
2回目までは1回上限20万円（一部は上限12万5,000円）。3回目以降は1回上限15万円（一部は上
限7万5,000円）。採卵に至らない場合は助成対象外です

　前橋市では、一般不妊治療費と特定不妊治療費の
一部を下表のとおり助成しています。詳しくは問い
合わせるか、本市ホームページをご覧ください。
対象＝〈一般 〉不妊検査、特定不妊治療を除く不妊治
療、人工授精〈特定 〉本年度中に治療が終了する体外

受精･顕微授精
用意する物＝医師の証明書など
申し込み＝来年３月31日㈫までに前橋保健センター
内こども課へ直接

①通帳、届け出印、納税通知書を用意 ②口座振替申込書に記載します　 ③申し込みは金融機関窓口で

�納付は口座振替が便利

6広報まえばし　平成26年11月1日号7 市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎027-224-1111


